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 熊本県で発生が確認された鳥インフルエンザへの対策について、感染

拡大を防ぎ、被害を最小限に食い止めるために、政府におかれては、下

記の項目に迅速かつ適切に対応すべきである。 

 

記 

 

一、 感染拡大防止対策の徹底 

感染拡大を防止するために、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病

原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」等に基づ

く殺処分や焼埋却、移動制限、消毒などの防疫措置を徹底すること。 

 

一、 早期発見・通報体制の整備 

九州各県をはじめ全国の監視体制を強化するとともに、都道府県や

市町村と緊密に連携し、早期発見・通報に適切に対応する体制を整

備すること。 

 

一、 養鶏農家等への早期支援 

発生農家や移動・搬出制限区域内の農家に対し、被害の状況等を十

分に踏まえ、「家畜伝染病予防法」に基づく手当金や助成、その他

融資など必要な経営支援を周知し、速やかに実施すること。 

また、関係する中小企業等に対し、速やかに融資などの支援を講ず

ること。 

 

一、 風評被害の防止 

風評被害を防止するため、鶏肉や鶏卵の安全性等について、国民に

対し正確かつ迅速に情報を提供すること。 

 

一、 感染経路の早期究明 

野鳥の生息調査や検体採取、ウイルスの解析など情報収集を徹底し、

感染経路の早期究明に努めること。 


